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４ ６ － ０ １ １ ０ 

１１０番通報の適切な利用の促進 
～本当に必要な人のために、しっかり使い分け～ 

〇 １１０番と相談窓口の使い分け 

  緊急の事件・事故は迷わずに１１０番緊急ダイヤルへ。 

  犯罪等による被害の未然防止や県民の皆さんの安全と平穏に関する相

談など、緊急を要しない相談・問合せは、警察 

相談専用電話「＃９１１０」の利用又は最寄り 

の警察署に直接相談してください。 

〇 １１０番は緊急時専用の電話です。 

電話番号案内や相談・問合せなどの電話によ 

り、本来の緊急を要す事件・事故の受付ができ 

なくなることがあります。 

本当に必要な人のために、みんなで正しく使 

い分けましょう。 

 

平素より当県警察メールマガジンをご利用いただき、
誠にありがとうございます。 
このたび、フィーチャーフォン（通称「ガラケー」）

向けサービスの提供終了に伴い、令和８年３月31日をも

ちまして、当県警察メールマガジンの配信を終了させて
いただくこととなりました。 
なお、これまで当県警察メールマガジンにてお届けし

ておりました情報につきましては、今後は広島県警察安
全安心アプリ「オトモポリス」にて配信する予定です。 
オトモポリスでは、安全・安心に役立つ情報をお届け

いたしますので、今後ともぜひご活用くださいますよう
お願い申し上げます。 

 

広島県警察メールマガジンの廃止について 

◎ 速度を控えめに、車間距離を広めにと

りましょう。 

◎ 急加速、急ブレーキや急ハンドルなど

の「急」がつく運転はやめましょう。 

◎ 大雪が予想される場合や雪道等での運

転に不安を感じた場合は、運転を控えま

しょう。 


